
Title 土地集積の利回りと地租改正 : 長野県高井郡東江部村山田家の場合
Sub Title Net returns from landholding and the Meiji land reform : the case of the Yamada family, Higashi-

ebe-mura, Takai-gun, Nagano Prefecture
Author 横山, 憲長

Publisher 慶應義塾経済学会
Publication year 1980

Jtitle 三田学会雑誌 (Keio journal of economics). Vol.73, No.3 (1980. 6) ,p.466(146)- 480(160) 
JaLC DOI 10.14991/001.19800601-0146
Abstract
Notes 研究ノート
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234610-19800601-

0146

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


I ，

土地集積の利回りと地租改正

長野県高弁郡東江部村山田家の場合——

横 山 憲 長

はじめに 

I 地域と土地取引の概要 

(1)山田家関係地域の特質について 

(2》土地取引形態について

n 土地収益利回り

m おわ に

は じ め に

日本地主制の研究において，従来，地主隋級の頂点 

をなす大地主につ、て多くの成果が積み重ねられてき 

た。その中で連年の土地築積量の累計を表示し，その 

量的変化について意義付けたものは多い。それらによ 

ると，一定の時点において土地所有の（他WT村への） 

外延的拡大は，主として資付金の抵当流れによる場合 

か,特定の中小地主の没落による買取りの場合が普通 

であった。しかし士地の抵当流れによるにしても，買 

得にしても，当該取得地の利回り計算にまで立ち入っ 

たものは乏しい。 これは圧倒的多数をはこる中小地 

主 ，手作地主の士地染積のあり方とくらぺた場合重要 

である。

中小地主は，居村内外における名望家（村会議員等）

の地位を確保するために，一定め土地染積を必要とす
( 1 )
る。そこでは土地利回りの問題は宵後に追いやられて 

いる。

'とうしナこ庄倒的に多い中小地主の一般的性向にたい 

して，大地主のそれを地租改正との関連で明らかにし

ようとするのが本稿に与えられた課題である。従来の

研究の値向が士地集積に関して，累積（f i的変化）に力

点が置かれていたとすれぱ，その累積も無秩序に行な

われたのではなく，大地主は平面（地城）上でみると，

土地収益利回りという経済観念にもとづいた集積方法,

行動をとっていたのである0 ここで立誰しようとする

ことは，地租改正を契機として举積地域が変更をきた

したことである。

本稿の対象とする地主は長野県下高弁郡東f c部村

(現在中野市）山® 莊左衛門家である。大正13年にお

ける調査によると，21103町，畑 42町, 計 145町の

県内最大（個人として）の地主である。

下高弁郡において地租改正以前，高社山（l , 35lm )

をはさんで南側の中野地方（江部を含む）と北側P 木

島地方の貢租（賦課）率を比岐した場合，後者の方が

高率であった。それが改租によって，木島地方の土地

利回りがより有利となり，山旧まは中野地方よりも商

品生産の遅れていたその地方へ急速に進出していった。

それも，中野地方の所有地を売却し，その代金をもっ

て木島地方の土地を買い取っているのである。この土

地買替えの識理が土地投資利回りとの関連で明らかに( 2 )
される必要がある。

I 地域と土地取引の概要

(1)山旧家関係地域の特質について

長野県北部地方の明治初年は新たに興隆をみる農産

注 （ 1 ) た と え ぱ 倚 玉 県 養 靈 地 带 の 手 作 地 主 太 ffl家 で は 他 町 村 に 敗 在 す る 所 有 地 を 居 村 に 级 中 す る こ と に よ っ て ， 村 会 譲 員  

(1884年 〜 1904年 ） を つ と め る こ と が で き た 。(r束 松 山 市 域 に お け る 手 作 地 主 経 営 の 展 開 ' 下 野 本 太 ra家 の 場 合 一 -J 

P. (3,鬼 松 山 市 史 編 さ ん 調 を : 報 告 第 18集 ） .

(2) 江 部 忖 近 傍 の 壬 ホ 地 券 調 ， 地 租 改 正 夾 施 と ， そ れ が 山 ffl家 に 及 ぼ し た 租 税 的 影 響 と に つ い て は ， 拙 稿 n日 長 野 県 に

お け る 壬 ホ 地 券 調 *地 租 改 正 と 地 -rli経 営 '一 一 高 # 郡 M E 部 村 山 0J驻 左 衛 門 家 の 影 響 J i■ 長 野 県 近 代 史 研 第 10号  

(1979)に ゆ ず る 。
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土地後賴の利回りと地租改正

物 ，購と，棉花，麻，たぱこ，そのf也果実*蔬菜類な 

どの旧来からの自給的色彩の濃い，あるいはやがて衰 

避する裹産物が複合した時期である。いま明治7 年物

産表によって長野県およぴ江部村の属する第拾九大区 

の物ま状況を比較してみると，第拾九大区の力は米の 

比重が小さく，逆に雑穀，加:t：原料作物（なたね，茶

147(^^7)
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卵紙）の比重が大きい。

明治18年の長野県統計書によって郡別畑地利用状 

況をみると，畑全体にたいする桑園の比率は県全体で 

13%であるのに対して，下高井都では6.7 % と低い。 

そして春茶農家数ニ総養蛋農家数と考え，それで全桑 

園反別を除した1戸当たり桑園反別を算出すると，長 

野県では13.3献，下高弁郡では5 .8敬と前者の半分 

程度である。畑勝ちな長野県において，さらに畑の比 

率の高い下高弁都にあって，後者の畑に対すろ桑園反 

別の割合が絶対的にも養香農家1戸当たりでみても小 

さいことからして，畑の利用は自給的作物に比重がか 

かっており，桑 （->蘭）を中心としナこ商品作物の生産 

は違れていたことを示している。また県統け書によっ 

て都別の米の反収をみると，下高弁郡は1石ちようど

高弁地域の低さが知られよう。これらのことは総じてt 

農民層の分化，分解状態からも指摘できる。すなわち 

下高弁郡は小作地率. 小作農の比率が低いのである。

下高弁郡のなかにおいても中野地方の北方に位置す 

る木島地方はより遅れた地方であった。いまそのこと 

を，明治7 年 の 「物産取調言j を用いて山田家居村を 

中核とした中野地方を含む第拾九大区と木島地方を含 

む第二十一^大区を比較することによって示そうとした 

のが < 表 1 >  である。

まず田畑の反別はともに中野地方の方が造干多いが， 

大差ない。しかし畑の反当地価金は中野地方が2 倍以 

上の高さである。主要な商品作物のうち「現 （玄) ’米•! 

は中野地方の方が上ぎ米の割合が高く，ま た r石当価 

4 7 も高いので, [ 現米反収J は 1右前後で雨地方と 

も同程度であるが，r通価J ( 価額）は大幅に中野地方 

の方が有利となっている。そのはか一般農家に普及し

r三田学会iii誌j 73巻 3号 （m o 年6月）

程度であるが，佐久 . 束筑摩•伊那は1石 2 〜 4 斗台 

を呈しており，県平均の1石 1斗とくらぺてみても下

< 表 1 >  明治7 年における中野地方と木島地方の物塵比較

第洽九大区（中I f 地方） 第武拾春大区（木島地方）

農産物名 数 量 （同割合）通 価 石 当 価 格 数 量 （同割合）通 価 石 当 価 格

上
現 中

米 下  
計

石 円 銭 円  
2,740 231 (2 8 .7 ) 12,924 57 4.72

3,304 716 ( 34.6) 15,033 82 4.55

3,505 621 (3 6 .7 ) 14,708 74 , 4.20

9,550 568 (100.0) 42,667 13 4.47

石 円 銭 円  
379 617 (  4.1) 1,556 43 4.10

3,770 306 (  40.3) 14,889 97 3.95

5,198 869 ( 55.6) 16,067 21 3.09

9,348 792 (100.0) 32,513 61 3.48

上

小 中

ま

600^643 1,654 35 2.75 

852 834 2,247 13 2.63 

1,228 254 3,271 81 2.66 

2,681 731 7,173 28 2.67

8?880 248 17 3.03 

370 830 1,083 87 2.92 
452 710 1,332 04 2.94

蘭 8,22p360 11,655 78 1.42 1,51?800 2,137 54 1.42

菜 m 1,626^315 6,685 55 4.11 29^810 1,107 88 3.80

木 綿 2,267^025 2,597 10 1.15 10?000 199 23 1.99

反 別  

反当地価金

ffl971WJ3 反 湖1,172町 2 反 

34円63銭 15円14銭

0938町 6 反 6 献 畑 1,096町 7 反 2献 

33円13銭 6 円83錢

(注） 1) 現米反収：第十九大区0.983石，第二十一大区0.996石
2 ) 明 月 r物産取調書J (提野県庁所蔵文書)，『お野県町村誌J (北信篇)。

注（3) r物 旗 取 調 か ら 大 E 別中米1お当たり米価を3?出すると，明治7 印にあっては，第十七大区（毅坂町を含む）4.70 

P3,第十九大区（中SF地方を舍む）4.5Sド;)，贸ニ十七大区（飯山町を含む）4‘31円，敏ニ十一*大区（木島地:^を含む） 

3.95ロとなる。すなわち，W の米toiは劉坂町の米相場に，木/ の米価は飯山IVの米相場に引きつけられている。明治® 

年の米価についてもこの関係，価格序列は变わらない。

■一 一 1 4 8 ( 4 ^ 5 ) ——



土地集積の利回りと地租改正

ていた主な畑作商品作物についても，はぽ同程度の畑 

反別にもかかわらず，小麦 . 蘭 • 菜種.木綿ともに中 

齋地方は著しく凌駕している。衰退しつつある木綿と 

いえども，未だ中野地方においては商作物として売 

買の対象となっていたのであ(4〉。

最後に山旧家の居村である東江部村のHJ畑所有の階 

層溝成を明治8 年 I 2 月 の r名さI I j によってみると， 

村総耕地反別のうち田は48町 8 反 （63.9% ),畑は 27 

灯 6皮 ( 32.1 % )である。このうち山旧家は旧18町 9 

K  (由の3がぐ，畑 11町.4反 （畑の41% ) を所有してい 

る。またそれは，明治5年 正月 r地方調」（山旧家）の 

山田家総持高876石の半分以下である。

( 2)  土地取引形態について

山田家の明治5 (申）年の土地取引形態をみると，

高入（土地取得）については永代買が大部分であり， 

また高除（士地譲波）についても永代渡（永代売液）が 

庄倒的である（残りは質返し)。とくに質を通じての高 

入は2件 （いずれも分家から）ある力;， こうしたケース 

は第10代莊左衛門（代々襲名）の没（壬申6月）後は見 

られなくなり，書入形態に転化する。

つぎに，山田家の田畑取引の相手はどのような階層 

であったかをみよう。< ま 2 > のごとく明治5年から 

n 年の間で，同家の土地売渡件数のうち，買取った相 

手 （新所有者）がま作兼地主である場合は142% , 元 

小作人がそのまま所有者になるのが11件である。 し 

たがって，山ffl家の土地売渡しは自作農上層を相手と 

する場合が庄倒的であるといえよう。他方，同家の士 

地買入の場合をみると，買入件数の，うち，旧所有者=

ま作ま地主の小作地であったものが1TO件， 自作農 

( 自小作農）の直小作化が88f牛みられる。すなわち自 

作兼地主からの買入件数がg 作農からのそれよりも約 

2倍多く，先の売渡しの際はどの極端さはないが，総

< 表2 > 山田家の耕地壳渡買取雄数

〔売〕新所有者 〔買〕旧所有者 (地）

元 元で 不 ? 自 不
小
作

小な
作い 明 作^. 作

人 人者 地主 地化 明

明治5年 3 15 3 一 一 ___ _

6年 3 52 1 39 4 12
7 年 2 12 0 29 6 0
8 年 0 13 0 8 17 0
9 年 0 7 0 63 32 30
10年 2 36 33 26 24 98
11年 1 7 10 5 5 12

合 計 11 142 47 170 88 152

(注）1 ) 山旧家r萬！! 引調帳J
2 ) r不明j のうちのはとんどが木島地方のもの。 

(直接妙作者名の記載がないため）
3) 斩所有者= f元小作人でない者J への売渡し- 

合計142件のはかにr貧返しJ 3件あり。（明 

治6年2件，7年1件）

じてこの時期の山田家からみた土地売買は地主対上層 

農 ，自作ま地主の取引といって差支えないだろう。

田家の文化13年 （i s i e )における所持高は7M 石 

余であり，明治5年 （I872) 正月のそれは875石 6 斗 

余であるから，その期間中（56年間）の 1年当たりの 

所持高の増加は平均して2石 2斗程度である。そのこ 

とを念頭において< 表 3 > をみると，同家の田畑取得 

(高入）の著しいのは明治ら9 ,1 0年である。同 6年 

の取得の大部分は分家からのもの（分家の第三者にたい 

する債務整理を目的とした資金調達と推定）と山旧久米蔵 

(親族）との交換によるものであった。つぎに逆に売 

渡し（高除）の場合をみると，やはり明治6, 9 ,1 0 年 

か高入に照応して目立った量を示している。この

『信濃J 第10卷第2号 昭注（4 ) 『長野県政史第一卷J p. 132。市川趣夫r長好県における綿作と麻作とについてI ,
和33年。

( 5 ) 中野市立’図書館所蔵。なお江部村r地順帳J (同図唐館所蔵）によって補正した。

( 6 ) 売渡し142伸のはかに，質返しが3件ある。

( 7 ) 明治9年以降，「不明』力’、増加しているが，とれは木鳥地方諸村の土地の場合がはとんどである。すなわち直接耕作 

者氏名が記されていない。旧所有者名の中には小思村名主，木鳥太右衛門や高ま曾乎の名もみられる。

( 8 ) 古川貞雄r山m 松斎論序章j pp. 5-6 (中野挪士史研究会機関誌『高#』第2号，旧和41年I2月）ただし北大熊村分 

所有高の記敕瀬れがあるようであるが，壬中正月におけるその所持高は1斗5升8合にすぎA*い。1̂此‘ルである>̂ -めぽ 
れたものと思われる。）

< 9 ) 山IB脱太郎（明治18年〜大正5年の間，第12代驻左衛門を凝名）から1,350円分の買入れをしている。さらに限太郎 

は明治6年9月，娘江部村の某より100円を，同7年1月，新保村の某より80円を借りている。（節?y十二区高非郡}f•‘ 
江部村fra畑引当書入奥SE割印帳j 成江部区共有文書による。） 、

—— 149 (4& 9 ) —
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士地银積の利回ウと地租改正

(10)
同6年の売渡しは岩舟村町田A兵衛はかに対して行な 

われ，受取残金を資金（年'利I2%の "低利"）にまでし 

て売急ぎ，分家の士地買取り資金を念出している。

してがって，明治9 ,1 0 年の取引量の急増は同6年 

( 5年も）とは異なった内容をもつものであり，山田 

家の士地银積における画期とすることができる。そこ 

でこの画期における土地取引の地域的特質を次にみて 

おこう。

明治9年除高のうち， < 表 4 > から明らかなように 

く表4 > 子 （明治9年）除高

ra 畑 新所有者

新鐵村分 

' '

德弁村分

町 反 献 歩 町 反 献 步  

.9 3 06 6 7 16 
2 0 19 2 6 19 

1 6 4 29 1 0 0 21

小林九之蓝 

中山実之助 

横田はか2 名

小許 2 7 8 24 1 9 4 26 

88.0 91.2

子除高計 3 1 ク17 2 1 3 23 
100.0 100.0

(注）山旧家「萬差引調帳J

tilの88‘ 0 % ,畑の91.2% が旗# 村と新野村分である。 

しかも德弁村分は全龍売り尽くされ，新野村分は当年 

と翌年の2年間にわたって，やはり売り尽くされてい 

る。続いて同家の高入を地城別内訳でみると，明治6 
年から8 年までの集積は1件を除いて，すべて中野地 

のIB畑であった。その1 件とは木岛地方の高石村， 

參右衛門から0 3 鎭 1反 8 厳を高入（明治6年2月）し 

たものである。明治8 年の時点で木鳥地方の土地所有 

、は安田（契約小作粒265使—— 明治6年と同量)，吉 （同197 

m—— 明治6年と同盘X それに中村（同1S懷—— 同）と先 

の高石分である。ところが山田まは，明治9年になる 

と突然腹を切ったように，木岛地方の土地集積にのり 

出す。< ま 5 > にみられるように, 明治10年には中 

野地方の北部すなわち木島地方に接する田上村の土地 

にも手を出している。これら木岛地方と旧上村分の各 

年度の入高を中野地方も含めた全入高とくらぺてみ 

ると，40%前後にあたる。明治9 ,1 0 年における木島 

地方と田上村の高入に関して，その中にはいわゆる抵 

当流れになった分も当然含まれている◊その比率は田 

と畑で多少違うが，畑の明治10年入高35% 以外は10 

% 以下とみてよい。すなわち逆にいえぱ，新規買入れ 

によるものが大部分であったといえる。いまこの点を

< 表 5 >各年取得反別にしめる木島地方分

子 （明治9 ) 入高丑 （明治10) 入高寅 （明治11) 入高 寅 （明治11) 入高

町反》  % 町 反 献 步 % 町反15た 歩 % 町 反 献 ホ %

田

^ 木ル 分 
内，資付金との 
相済分 

合 計

4 1 8 13 47.2 

1 2 7 24 14,4 

8 8 6 29 100.0

1 2 0 05 37,2 
0 0 

3 6 7 16 100.0

2 2 4 12 50.4 

1 9 15 4.4 
4 4 4 26 100.0

田 上 分  

內，同左.. 

合 計

1 7 2 01 38.7 

4 2 02 9.5 

4 4 4 26 100.0

畑

木 鳥 ，分 
内，資付金との 
相済分 

合 評

2 8 16 7.6 

2 8 16 7.6 
3 7 4 15 100.0

3 4 5 02 47.0 
2 5 8 01 35.2 

7 3 3 09 100.0

7 0 14 24.1 

等外10 00 3.4 

2 9 2 20 100.0

田 上 分  

内，闻左 

合 計

1 6 8 01 57.4 
2 3 16 8.0

2 9 2 20 100.0

m
畑
合
I t

木 鳥 分  

合 計

4 4 4 29 35.3 

12 6 114 100.0

4 6 5 07 42.3 

11 0 0 25 100.0

2 9 4 26 40.0 

7 3 7 16 100.0

田 上 分  

合 計

3 4 0 02 46.1 

7 3 7 16 100.0

(注）（1 ) r合t十J は中野地方分も含むすべての入高o f貸付金との相済分J とは，いわゆる低当液れに当たる< 
( 2 ) 山田家r寓墓引調帳J ■

法( 10) 売却処分された士地は岩舟村分所有地の一部である。なぜ岩舟村分が選定されたかは不明である。岩舟村rfi]細出生 

米地代金猿取調帳J (明治6年，同区典有文唐）によると，同村の壬ホ地券調における地目変換rraj突御願中J あるい 

は r畑til成御願中J はわずか数敏こすぎなく，また山ra家所有地分にはそれがない。丄たがって地目変換にもとづく増 

租 （畑より旧の方が貝租賦課率が高い）とは無関ぼJである。

( 1 1 )山ffl家資金貸付の金利（年利）はふつう，100円までの貸金が20%,101円以上が15%である。

( 1 2 )糊高ネす小見の山崎平右衛門（戸‘長)が明治6, 7, 8年の3回にわたり,都合元金1,100円借りたが，一部返济不能と 

なり，畑を手放した0 (小見村r萬控帳J によると，いずれもr書入j である。）

—— m x 4 r i ：> ——
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件 数

沖 数  

割 合

田畑面積 

割 合

r三田学会雑誌J 73巻 3号 (1980年6月）

< 表 6 >貸付金返済不能による取得田畑（山田家）

田畑取得合計

118件

107件 

100.0%

町 反 献 #  
31 3 7 09

100.0%

うち，貸付金返 
済日と土地取得 
日が" -致 （A)

28件

27件 

25.2%

町 反 献 ホ  
14 3 0 04

45.6%

資金货付中の土 

地 取 得 （B)

14件

14件 

13.1%

町 反 献 P  
2 7 4 05

8.7%

(A)+(B)

42件

41件 

38.3%

町 反 献 步  
17 0 4 09

54.3%

(注）1) 宅地家屋取得は除く。交換売買分も除く。
2 ) 表中の（B )は特定io者に山旧家が資金を資付け，返済年月日よりもかなり前に（たとえぱ1力月）， 

土地を取得している場合。したがって，その取得が当該貧付金と関速あるかどうかは厳密には不明 
である。 ~

3 ) 山m家 「萬差引調帳j

別の角度からみると < ま 6 ：>のごとくである。

明治8 年から11年の間に山田家の取得しチこ田畑は 

都合31町余あった。そのうち， 由畑取得（帳簿には 

「買入J と表記されている）の日付と貸付をの山田家へ 

の退済日が一致するもの（ま中のA ) は反別表示で全 

体の46%にあたる。また資金借主力•、山田家から資金を

借りている最中に同まへ土地を売渡した（したがって 

肉者の日付は一致しない）場合（ま中の! ^ )が 9 % ある。 

このようにみてくると，同期間中に取得した土地のお 

よそ半分は，資金借主が返済金元利の一部にあてるた 

めに手放したものとV；*える。この r半分J という程度 

をみても，木 島 地 方 と 旧 上 村 の 以 下 J の低さ，

< 表 7 > 地方別貧付金

152 (ィ7め

明治8 年 ほ ） 明治11年 （寅）

資 付 額 % % 件 数 % 貸 付 額 % % 件 数 %

%

円 円  
0.01〜 10.00

10.01〜 30.00

30,01〜 50.00
50.01〜100.00

円
196.50

602

785

1,480

件 . 
29

29

17
17

R
82.50

346

356.50
1,698

件
12

18

; 9
地

小 計 3,063.50 47.1 92 2,483 36.7 57

n)o.oi〜500.oo 3,435 14 1,625 8

500.01〜 0 0 2,650 3

合 計 6,498.50 100.0 59.8 106 65.4 6,758 100.0 40.6 68 38.2

0〜 10 41 5 175 23

10 〜 30 146 7 451 21

30 〜 50 301 7 810 17

SO 〜 100 789 10 920 11

小 計 1,277 89.5 29 1 2,356 75.1 72
h 100-500 150 1 780 5

500~ 0 0 0 0

合 計 1,427 100.0 13.1 30 18.5 1 3,136 100.0 18.8 77 43.3

I 

..，.明
治
8
.年〜

同
n
年 

6明
治



土地集積の利回りと地租改正

0 ~  10 48 6 0 0
10~ 30 110 6 125 5
30〜 50 0 0 85 2

そ 50 〜 100 440 5 700 7
の

小 計 598 20.3 17 1 910 13.4 14
他 100〜 500 2,350 9 5,860 19

500〜 0 0 6.770 0

合 針 2,948 100.0 27.1 26 16.0 ||l6,664 100.0 40.6 33 18.5

総 合 計 10,873.50 100.0 162. 100.0 II 100.0 178 100.0

(注）山旧家[萬差引調帳J 

買入れ割合の高さは顕著である。

ここで注意しておかなければならないことは，木鳥 

地方の士地買入れ割合の高さについてである。この高 

い割合はあくまで、地租改正直後の時期のものである。 

以後，山田家にとって貸付金返済不能のために取得す 

る土地が木岛地方分についても，その比率を高めてい 

くことは予想されうる。すなわち,その前提となる資 

金貸付について明治8 年と11年をくらべた時， <  表 

7 > にみられるように木島地方に比まがかけられてい 

るからである。中野地方は100円以上の大ロ貸付比率 

が高く，木鳥地方は逆に小口貸付が主体である。3年 

間の推移をみると，前者の貸付比重は小さくなり，大 

ロ貧付は横這k、であるのに対してぅ後者の比重は増大 

し，貸付絶対額では2 倍になっている。木島地方の貸

付件数をみても，明治マ年までは10件台ではとんど 

とるに足らず，明治10年前後に大ホ爲に伸びているこ 

とを示している。つまり，地租改正期ごろから後進地 

帯の木島地方へ，納税資金をはじめとした小口資金の 

貸付を積極的に行なったとみてよいだろう。

IE 土地収益利回り

明治9 ,1 0 年の高除に際して德弁村,新野村分が選 

定されたことについては前に触れたが，ここでその逸 

定根拠を探ってみる。そのために，山旧家所有地が存在 

する中野地方の各村ごとに，明治8年度の実納小作切 

1懷当たり地租を算出してみよう。くま8 > における 

ごとく，村別に収納された小作料（畑の代金納分も教ま

< 表 8 > 明治8年度ま納小作粗1儀またリ地租（円/ 懷)

東江部 西江部 岩 舟 押 切 新 保 吉 田 片 塩 m 弁 新 野

円
% 0.281 0.286 0.241 0,122? 0.234 0.267 0.287 0.271 0.267

田実納率 97.5 99.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.3 97.3

畑 々 88.9 90.6 89.6 90.7 91.8 88.1 90.1 92.5 81.8

合'ク 94.0 93.8 90.7 92.2 94.2 93.8 90.4 97.6 89.2

(注） 1 ) 押切村分の数値は小さすぎると思われる， r御年貢高役帳j には押切と清水村の欄しかもうけら 

れておらず，他 力 r小作;M ig jには押切村分のみで现小布施町の分が全部そこへ含められている。

2 ) 糖 1 懷は6 斗入

3 ) 明治8 年 r小作入幅J, I•萬差引調帳j ( 山ra家文書）

数に換禽）1錢当たりに，どの程度の地粗が課せられて 

いるかをみることによって，地租負担の軽重がわかる。 

それによると居村の（両）江部村と片塩村が最も重< ,

03)
続いて問題の擴弁，新碌商村が位fSしている。居村の 

地租負担が重いにもかかわらず，土地を即刘処分しな 

い点は理解できるとしても，片塩村分の士地をそのま

( 1 3 )新野村はr高ジI•'部IH方地位等級ま（第拾九大区) j (明治8年，山IB家文書）によると7等級のうち館1等級に愿して 

いる。そしてr地粗改正新旧貢額精算牒J ( 明治9年，山EU家文書）で反米をみても第拾九大区27力村中最高(反大京 

は13番0 ) であるな

( 1 4 )東江部の所有面積は明治8年12月の田畑合計30町3反 （地価金8,077P3)力、ら同1(5年には®畑ともに減少して，27町 

歩 （地価金7,506円〉である。（江部村r地犯改正名寄帳J 中野市立(g|書館所蔵） '

— —— 153 f"473、" ■■



注(15) r新野（村）中山突之助へ新野地世話料共御礼迪スJ として明治10年2月，山ffl家は騎施者中山に5円を支ゼ̂ゥてい 

る0 ( [御年貢高役帳J による。）

( 1 6 )上論 r朕他プニ租税ハ国ノ大舉人民休戚ノ係ル所ナリ。従前风法ーナラス, 寬奇軽ffi率ネ其平ヲ得ス„ 仍チ之ヲ改正 

セント欲シ… 之ヲ公平画一ニも 1}セシメ地租改IE法ヲ頒布ス。他幾クハ賦ニ厚薄ノ豁ナク,民ニ労逸ノ個ナカラシメ 

ン。主者奉行セヨ6J (明治六年七月地租改正条例及-K#J係法令r地ま改正例規沿本撮要j p. 325 r明治前期財政経済史 

料娘成第七卷』所収）

( 1 7 )有元正雄r地m改正における地価の決定j  P ,  94明治史班究叢書XI r明治,維新と農業問f f i j所収。

. ( 1 8 ) 福岛正夫『地租改正の研究（増訂版) J P. 467,糖0ま。

(1 9 ).大正g年2月編，夫神堂ぼ典有文書。 . .

— l U i 4 7 4 ) ——

r三旧学会雑誌』73卷 3号 a98啤 6月）

ま保持している理由は明らかでない。おそらく適当な柴糖し出した根拠は奈辺にあるのだろう力、。まずその 

買手が見つからなかったことによると推定される（渡前提として，中野地方の各村の地粗改正による正SUO 

弁，新野村分の土地処分に際しても，力、なり苦労した跡がう変化（明治7年対8年）と買:租 （賦課）率-— 石高にた
(15)

かがわれる)。 いする貢租米の割合—— の関係についてみてみよう。

つぎに，明治9 ,1 0 年に木島地方の土地を意欲的に < 表 9 > のように山田家所有地の存する村々のうち，

< 表 9 > 明治7年から同8 年の正租の変化（山田家持地分）

円

I E 租 

銭 厘 毛 指 数

契約小作卸

m

貢租賦課率 

%

全村改出率 

%

検 地 時

江 明治7 年 389 77 3 7 100.0 1,459 田 32.1 162 (東）天 領

部 明治8年 378 58 2 0 97.1 1,494 m 13.6 137 (西）飯山藩領

岩 明治7 年 25 15 6 4 100.0 96 田 35.7 175
天 領

舟 明治8 年 26 84 9 0 106.7 105 , 畑 18.5 118

新 明治7 年 283 50 6 3 100,0 795 田 42.9 114
天 鎮

保 明治8 年 178 65 0 2 63.1 808 畑 15.0 125

士 明治7 年 53 37 0 9 100.0 71 田 ， 50.6 137
飯山藩領

m 明治8年 23 48 7. 0 44.0 68 畑 22.3 138

(注）1 ) 第拾九大区25力村のうち，吉田の旧の貢租賦課率の高さは，寒沢（60% ),栗林（5む％) , 安源寺（51% ) に次 
いで4番目である。また25力村の畑貢租賦課率については，佐野（38% ),桜沢（2 5 % ),平稳（25% ) , 戸狩 

(2 4 % ),寒沢（23% ),吉田（22% )の順である。桜沢以外はすべて，檢地時には飯山藩領。r地租改正新旧貢 

額精算牒j (第十九大区，明治9年8月）
2 ) 貢租賦課率は各村全地の平均免であり，山田家持地分の値ではない6 全村改出率も同様。 •
3 ) r御年貢高役帳J (山田家文書)，r地租改正新旧貢額精算牒J (第十九大区，明治9年8月，山田家文書）

貢租率の低い江部村から最も高い吉田村までの4 か村 

を選び出して並べると，貢租率の低い村（巧部. 岩舟） 

は地租改正に際して正租は軽減されておらず，逆に貢 

租ギの高かった村（新保. 吉U 0は正租が大幅に軽减 

されていろ。各村全体についての改出率（新反別4•旧反 

別）をみても，江部，岩舟は細伸びが大きく，新保 . 

ま旧は小さい。貢租賦課率が高く，改出率が小さい 

(鎌伸びの少ない）村はど減租になっている。これは旧 

貢租の寛黃の不均衡を是正するという地租改正の主旨 

からすれば当然といえよう。

それでは，つぎに< ま10>から木鳥地方の村々の改 

出傘と減租率をみてみよう。改出率は吉を除くと，高

々130%台で中野地方とくらぺて高いとはいえない。 

吉は木島地方の最南端あたりに位置しており,田畑と 

もに改出率の傑出した高さ（安田も？）は，幕末期に 

酒米用としての木島米の安定的愈保を目的とした進出 

の根拠を提供しているように思われる。続いて減租 

率に目を移すと，分母に貢租米X改正米邮を用いた場 

合と石代金の場合とでは，，値にかなりの差異が生じて 

いる。木島地方の改正米価は石当たり3 円69銭である 

が，これは明治5, 6, 7年の3 か年出来秋期米価の平 

均値である。いま木島村大字天神堂組「組誌2号J に 

よって，明'冶 5, 6 , 7年の最低米価の推移をみると， 

3.90円，3.90円，5.70円となっており， 5 , 6年は低
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鬚をン:

r三田学会雑誌j 73卷 3号 (1980年6月）

米価で7年に高騰している。 この米価の基単位は

r武俊当J となっているが，夭神堂（村）を含むこの

地方で，当時- -般的に1榮ニ 5斗入りであったのか，

i i j田 家 1*小作入帳J にみられるように1懷ニ 4 斗 2 升

入りであったのかは不明である6 しかし，明治7年の

5 R70銭を念頭において，同年の天神堂村はかにおけ

る，貢租米の石代納額から石当たり基準米倾を算出す

ると5 円 13銭となり，，はぽ一*致する。このことから

r武ま当J は石当たりと考えて差支えないだろう。す

ると米価の推参をやや長期的にみると改正米価3 円69

錢は5, 6 年の低米価に引きつけられたため，実際の

趙勢よりもかなり安いこと力；知られよう。したがって,

そのような性格の改正米価（X貢租米）を用いて旧貢

租額を算出すると地租改正による減租が相殺されてし

まうため，より長期的実情に近い値として石代金（明

治7年）と地租の対比によって減租ギをみると，天神

堂 （111.8) を除いて木島地方は全面的に減租となって

おり，とくに中村• 犬飼の貢租賦課率の高さ，したが

って減租率の高さはいちじるしい。

ここで注意しておかなけれぱならないことは，貢租

賦課率の高さと田畑比率についてである。これら考察

対象となっている地域では，畑の貢租賦課率は，田の

それの半分程度の高さである。それ故，村全体にしめ

る畑の比率が高いはど村全体の貢租賦課率は引下げら

れる。たとえぱ小見は田と畑の比が16 ： 84で村全体

のお租賦課率か32%となっている。しかし手S午にもる 
(21)

同村の貢租の•■割賦帳J (明治5年）によると貢租賦課

率は, 田が52.2% , 畑が31,5%となっており，中村の 
(22)

それ（明治4年 r割賦帳』のffl63‘0 % ,畑30.3%)に準ず 

る高さを呈している。また，小見の改出率と村全体の 

貝® 賦課率は, それぞれ119%, 32% で,中好地方新 

保の値（118%, 32% ) と等しいが，新保の貢租賦課率

(r地租改正新旧貢紙请算牒j 第拾九大区，明治9年8月）は， 

田4 2 .9 % ,畑15.0%で小見よりも低い。

このように木岛地方の村々はすべて幕末期には天領 

となっていたが，17世紀後半の検地時においては，飯 

山藩領であったことによる影響で, 農民は一般に重、 

貢. を賦課されていたといっていいだろう。すなわち， 

山田家は地租改正前には貢租率があまりにも高く，木 

島地方のこれらの村々の土地に手を出せなかったが， 

改正後の貢狙負担軽減が山田家の進出を積極的にした 

理由といえる。

つぎに木鳥地方の山田家への士地売渡人の経済事情 

を，小見村「寓控帳J および r萬覚帳J から推測して 

みよう。< 表11>によると，山田家は地粗改正後明沿 

10年になって，小見村の土地所有者10名から都合 

1,000円余で士地を買得（抵当流れではない）している。 

それら10名の売渡人の士地質書入.売渡状況を明治 

5年までさかのぽってみると，いずれも頻繁に士地を 

抵当に入れて借金していることがわかる。当時の小見 

村の土地台帳が欠けているため，彼らの士地所有規模 

は不明である? 木島太右衛門， 山崎平右衛門は名 

主 ，戸長級の者である。特に後者は戸長としての社会 

的地位と信用力を利用して，他町村から資金を借入れ， 

それを村内の資金需要者に転貸するという役割を果た 

していた中小地主のようである。その彼も含めて明治 

5年 3 月以降，いずれの者も幾何かの資金借入れを行 

なっており，したがゥて何らかの経済変動があった場 

合，たえず士地を手放す境遇に置かれていたといえ 

よう。彼らにとって，地租改正によって減粗となった 

としても資金借入れせずして済ますはどには経営（家
, (25)

計）が安定したとみることはできないだろうa こうし 

-て明治10年になって村内では1件当たり乎均土地価格 

65円程度，都合31件 2,000円余の売買が行なわれ，

注( 2 0 )ちなみに小見村のr明治六年租税皆济帳j (同区共有文書，木島平公民館所蔵）によると*米67石8斗 1升4合でそ 

の石代納は267円76銭となっている。これは貢米石当たり3円95战となり， r天神堂組誌j の明治6年の最低米価3 
円90銭と一致する◊

(2り r当壬中租税上納割賦帳j 小見村，当ホ》戌造三ヶip.定免，明治50：年十月。

<22) r未貢税割付之事j 中村，已《<̂未适三ヶ年定免，明治四年十月いずれも各区共有文書，木岛乎村公民館所蔵。

(23) 土地所お者の手取り部分が増えた場合，土地価格は騰貴するはずである。そこで小見村の爽書割印帳であるr萬控帳j 
「货覚帳J (文久元年~ 明治10年，役元，戸長役場）の質書入証文を利用して，抵当地1石当たりの借用金を算出して

みた。それによって:L地価格の变化を見出そうとしたが，理論的に正しい傾向は検証しえなかった。それは借用金と抵

当地反別との3fe離 （ふつう，借用金よりも抵当地価額の方カレ大であった）にもとづくためとみられる0
< 2 4 )注 （23 )参照。

< 2 5 )明治23年，27力村にわたる齋藤ガ宙の自作良家反）家計調まによると，ホ出資目のうち諸fy aは31円で最も 

大きい。しかしそれは支出総額261Hの12%にぎない（こ の 割 合 は 明 H  45年においてもはとんど変わって 

いない）ことから推して，地ffi改正によって減租になったとしても，ただちに生®に余裕が出てきたとみることはでき 

ない。（齋藤级ま『日本藤業の経済的変遷J p p .140一り

156C476)
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山田家への売彼分はそのうちの半分をしめている。そ合的に包合するものとして，土地収益利回りを算出し

して幾人かは翌ギも土地を手放している。

このように木岛地方において，たえず没落の危機}■こ 

晒されている土地所有者がおり，その彼らから地租め 

m後，山由家は中村.天神堂村あるいは田上村の土地 

を買収した。その際，減租，土地価格上昇と米細を総

てみたのがく表12>である。

利回り評算に先立って，まず反当凝約小作树廣数を 

中軟 • 木岛地方についてみると，後者の方が多い。こ 

れは従来， 好地方よりも木岛地方の貴粗率が高かっ 

たため，小作料率も商くならざるをえず，その高率小

158(475)

r三田学 会 誌 J 73巻 3 号 （1980年6月）
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土地集糖の利回りと地租改正

くま12> 地 方 別 土 地 利 回 リ

契約小作糊
土 地 禾 I J 回 り

反当契約 反 当 反 当 1懷当たり 1俄当树価111銭 1该当切価167銭 m

小作糊懷数 「地 価 j 買取額 買 取 額 1 W を i 離 3.9% 実納率
100% 同 85.2% 数

中野地方 田 3 .55懷 40*56円 42.97円 12.10円 0.063 1 —— 0.110 16

田 上 田 4.03 40.72 ? ? \ 19
(19鎭中9ま) 由 3.94 40.20 36.32 9.22 0.087 1 0.068 0.148 0.121 9
水島地方 
うち

田 4,22 43.43 38.27 9.07 0.088 1 —— 0.150 ------------- 22

1中 村 田 4.40 44.24 46.46 10.56 0.076 1 —— 0.129 ------- -— . 12
1夭神堂 田 3.94 43.22 28.45 7.22 OAOS 1 0.083 0.185 0.151 10

(注）1 ) 明拾9年 1月16日~ 同11年7月16日の間に恥得した士地（田）の平均値。（r買取額j 記帳滅れ分除く。）
2 ) 旧上分19筆のうちr買取額J の表示のあるもの都合9筆を下段に並記した。

3 ) 田上と天神堂は千曲川，徵II【に接した位置にある。

4 ) 千曲川に檢した木島地方の安田村の小作料実納率：明治6年83.8%, 7年78.5%, 8年84.2%, 9年100.0%, 
10年72.9%,11年91.7%。10年までの均値83‘9%,11年まで85.2 % ,(山田家r小作入帳j より算出)

5 ) 小作招1廣当たり物価：10年1n i l銭，11年1円67銭 （r小作入帳J 記載のnu方相場J を使用）
反当契約小作粗使数X実納率X粗価一反当r地価j X 0 . 0 3 1他刊 

ノ 及 一 * 一  ----------------■一土地利回り
ムだし明治9年取得分の土地にも地租率0‘03 (民費含む）を使用。

7 ) 山旧家r萬墓弓I調帳J ,各年 r小作入帳J
( 26)  ' 

作料がそのまま地租改正後にまで持ち越されてきたた

めである6 そしてく表13>から取得地の地位（等級）

別分布状,況をみると，木島地方は中野地方にくらベて，

より劣參な士地の集積である。それにも力、かわらず反

当小作料は高いのである。つぎに反当買取額をみると，

こんどは逆!̂こ木岛地方（中村）は高い小作料率にもか

かわらず，中野地方よりも安いのである。これは高社

< 表1S> 取 得 田 の 地 位 別 分 布 （％ )

\ 地 位  

. 地方

1〜 
4 等

5等 9 等
不明
分 計 筆数

中 野 . 61.7 16.7 16.7 5.0 100.0 60

うち,田上以外 55.5 11.1 25.1 8.3 100.0 36
うち，旧上 70.8 25.0 4.2 0 100.0 24

木 鳥 31.7 13.3 46.7 8.3 100.0 60

(注）山田家r萬差引調幅j

山に分断された同！地方の士地市場の違いによるもので 

あり，とくに夭神堂のIIIの買取額の安さは利回り計算 

に際して決定的な意味をもっている。

これらの特質をもつ各項目の数値を公式に代入して 

土地利回りをはじき出すわけである力，、，手順としで1 

後当たりの银価が明治10年の場合1 円 11銭であり， 

11年には1 円67 銭であるので，その双方の数値を代 

入してみる。つぎに，小作料実納率100% と假定した 

場合と，現実に即した実納率を用いた場合をみる。旧 

上 ，天神堂は千曲川に接しており，パIの増水，ta還に 

よってた免ず悩まされた村である。そのため，とれと 

同じ条件（位置）にある安田村の田小作料実納率を山 

田 家 r小作入帳J から算出してみると，明治6年一 

83.8% , 同 7 年一 78.5% , 同 8 年一 84.2% , 同 9 年ー  

1 0 0 .0 % ,同 10年一7 2 .9 % ,同 11年一 91.7% とな っ  

ている。 そして明治6年から9年までを平均すると 

86.6 % となり，同 10；；年まででは83.9 % ,同 11年まで 

では85.2% となる。この明治10年までと同11年まで 

の2つの平均値を千曲川眺接村落の田小作料実納率と 

推定し，現実に即した実納壞としたい。

中野地方の取得田は広く分散しており，その中には 

水書を受けるものも無いわけではない。しかし山田家

法(26〉 木鳥地力とffl上の契約小作料率を，大疋11年長野県下高非郡r小作慣行調査書j (農林を農務局, 柬大農学部図書館 

所蔵）によってみると，中村（小見も）は67% (fU), m上 （を舍むね村）は60% (ただし地租改正時には73%とある） 

である。中村の場合も改正時にはさらに高率て*あったろう。慣行としての高率小作料のうち，旧来その多くを賞租とし 

て納めねぱならなかったが，地租改正後の貢租軽減を通じて地主の手取り部分は増大したのである。
< 2 7 )兩年の糊価格は小作料納入時の小作料代金納換算相場4
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「小作入帳J によると，江部村の田の実納率は明治7 

年の水書時力;84.4 % プラス若干の稗でかなウ悪いが， 

そのはかの年（明治6年から同11年までのうちで）は，す 

ベて98〜99%の中におさまっている。また新保村は明 

洽 7 年力1 9 5 % ,同 9年が 97,5% で，そのはかの同,6, 

8 ,1 0 ,1 1年は ')̂ 00%を達成している。これらのこと力、 

ら中野地方の実納卒は100%とした。

をこで計算の結果によると， 実納ギ100% とした場 

合，田上あるいは术島地方の利回りが中野地方にくら 

ベてかなり上回っている。利回りの一構成要素•糊価 

は毎年変動するが,その影響は商地方に共適したもの 

であるため，旧上，木島地方の優位が逆転することは 

有りえない。続いて河川に接した田上.天神堂にたい 

して実納率83.9%, 85.2% を用いると，利回りは4%  

近く低下する場合もみられるように，下がり幅が大き 

く，中野地方の田利回り（6 バ 0% ) と等しいか若千 

有利なものとなっている。しかしそれも中野地方の実 

納率 100%が前提であり，実際には依然として田上• 

木鳥地方の優位は不变と考えられる。こうしてさまざ 

まな場合を想定しつつ，田上，木鳥地方の高土地利回 

りを立諷してきた。ここに山田家の木鳥地方進出の経 

済的根拠を摘出することができたわけである。

瓜 お わ り に

近世の中野地方において，山田まは軽租地といわれ 

る天領を中心に土地集積を行なってきたが，封建的貫 

租の軽重の弊をただすという企図に沿った地租改正の 

結果，旧来私藩領で相対的に過重負担であつた木島地

方の貢租は輕減され，それによって中賊地方と同等あ 

るいは，それ以上の土地収益利回りが保証された。と 

ころで，この中野地方の田畑利回りは，実は諸々の村 

に広く散在する山田ま所有地の平ホ値である。前掲 

< 表 8 > で指摘したごとく，実納小作粒1俊当たり地 

租鱼担の軽重は，村によって区々であった。そのよう 

な中で地租負担の重かった族弁，新野村分所有地の利 

回りを考えた場合，それは木鳥地方の利回りよりも明 

瞭に低かったといえるだろう。これが地租改正の帰結 

であり，後進地域 . 木島地方進出の牽引力である( t )

中野地方において利回りのよくない土地（嫁井.新 

勁村分等）は売り仏われ， その代金は木島地方の士地 

に直接投資された。 この土地買替えは明治10年代を 

通じて一貫している。山田家から士地を買い取った者 

は，利回り観念に左右されにくい自作農上層であった。 

木岛地方における直接土地投資と並行して小ロの資金 

貸付も旺盛となっていく。かくて地粗改正を契機とし 

て，山田家の木鳥地方への進出基盤はでき上がった。

こうして明治30年における同地方の実納小作料（玄米） 

はA 百数十俊に及んでいる。

〔付記〕 本稿の作成にあたって多くの方々から 

助言，御援助を賜わった。長驟において，山田顕 

五, 山旧一衛，金弁喜久一郎，金井明夫,田川光 

雄，町田正三，大弁隆男，上条宏之の各氏にお世 

話になり，大学においては斎藤修，高山隆三，常 

盤政治の各先生から適切なコメン トをいただいた。 

ここに感謝の意を表したい。

(長野経済短期大学講師）

注( 2 8 )長期間の水害で水稲が全滅した場合, この地方ではそのあと稗をつくった。稗は成育期問が短いため，7月下甸に 

種しても欲には収獲できるという。0!|̂ ル 町 IIIむゥ氏談）

(29〉 ただし畑の夷納举はよくない。

( 30 ) 永弁秀夫氏が分析対象とされたli佛家が「かって，立谷川以北のんに土地を取得し，地租改正後にはじめて川南に進 

出しむしろその地城に1E点を置くようになったととの意味は，おそらく旧如主支配の分散性と関係すると思われる。 

川北の耕地は，何れも，高滿村それ自身の腐した漆山（秋元）領，および天ま飢に厲するが，川南の耕地は北H代官領 

(天領）および山形倾に厲するのである。領域まの消減による土地集中の解放の意味をみとめることができようj と 

永取は言われるが，それをつき詰めれぱ山III家と同様，r愤世な収益JI篇J の站果といえるだろう。（永弁秀失r地租 

改正と寄生地主制■—- 山形県村山地方を中心として一 J p . 197宇野弘蔵編f地租改正の则究上巻J 所収）同様のとと 

は愛知県中链家につ、てもいえよう0  (ffi斐英ジ3 f幕末明治期における-^地主の小作地経営について一愛知県半raホ 

中鼓家の場 合 一 J P. 43. 広岛史学研究会r史学班究J 第63号）他力，利0 り概念が欠想して，地主米はいくら安く. 

なっても地生は得をしているとする思解も見られる0 (もVlB志郎 S*米め百年J P. 98)
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